
 

 
 

平成２８年度事業報告について 

 

Ⅰ 管理部門 

 

１ 会員の異動状況 

区 分 平成２６年度 平成２７年度 
 平成２８年度中 

平成２８年度 
増 減 

正 会 員 １０７ １０４ ０ １ １０３ 

賛助会員 ２ １ ０ ０ １ 

特別会員 ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 １０９ １０５ ０ １ １０４ 

 

Ⅱ 事業部門 

 

１ 浄化槽法定検査月別実施状況 

      単位：基 

年  月 総 数 ７条検査 
        １１条検査 

合計数 10人槽以下 11人槽以上 

平成２８年４月 ２，５５５ ２５９ ２，２９６ １，４０２ ８９４ 

５月 ２，６８７ ２０７ ２，４８０ １，５４０ ９４０ 

６月 ３，３７９ ３８９ ２，９９０ １，６７５ １，３１５ 

７月 ３，０４４ ２６０ ２，７８４ １，６３１ １，１５３ 

８月 ２，８１７ ２７８ ２，５３９ １，５６５ ９７４ 

９月 ３，１４４ ２１５ ２，９２９ １，５７８ １，３５１ 

１０月 ２，８０４ １７０ ２，６３４ １，２２１ １，４１３ 

１１月 ３，０８０ １７９ ２，９０１ １，５６１ １，３４０ 

１２月 ２，７８７ １５９ ２，６２８ １，５０７ １，１２１ 

１月 ２，９３１ ２７２ ２，６５９ １，５１７ １，１４２ 

２月 ３，１０７ ２６１ ２，８４６ １，５１４ １，３３２ 

３月 ３，４５８ ３９７ ３，０６１ １，８２８ １，２３３ 

平成 28年度実績 A ３５，７９３ ３，０４６ ３２，７４７ １８，５３９ １４，２０８ 

平成 28年度計画 ３４，０００ ３，０００ ３１，０００ ― ― 

平成 27年度実績 B ３８，８１８ ３，１４５ ３５，６７３ ２１，８１０ １３，８６３ 

      A ― B △３，０２５ △９９  △２，９２６  △３，２７１  ３４５ 

 

 

 

 



 

 
 

２ 浄化槽法定検査結果（平成２８年４月～平成２９年３月）  

            単位：基・％ 

 

区  分 

７ 条 検 査 １１ 条 検 査 

基  数 割  合 基  数 割  合 

Ａ  適 正 ２，１７０ ７１．２％ ２１，２４４ ６４．９％ 

Ｂ 概ね適正 ５９６ １９．６％ ８，４６６ ２５．９％ 

Ｃ 不適正 ２８０ ９．２％ ３，０３７ ９．２％ 

   計 ３，０４６ １００．０％ ３２，７４７ １００．０％ 

 

３  検査実施計画達成のための方策 

（１）受検率向上の取り組み 

浄化槽法定検査の受検率を向上させるため、未受検浄化槽の管理者（所有者）名、住所等

の情報を最新で正確なものとするよう努めるとともに、この情報に基づき効果的な受検依頼

を確保するよう、次の取り組みを実施している。 

・未受検者への文書送付 

・文書返送分の宛先氏名･住所等の再精査処理、未回答分への対応 

・会員への委託実施 

・行政機関である市町への浄化槽台帳整備、未受検者指導、共同訪問等の各種要請 

・行政機関と当センターとの浄化槽台帳の突合（８市町と台帳突合済） 

・市町ホームページにバナー広告（Ｅ地区の三次市・庄原市・安芸高田市・安芸太田町・    

北広島町・世羅町） 

また、センターが継続して行っている１１人槽以上の掘り起しについては、昨年度市町か

ら指導文書を発送後、無回答であったものについて、再度精査し、電話や訪問、文書案内に

より掘り起しを行っている。 

掘り起し状況                     単位：基 

  11人槽以上 10人槽以下 計 

① 検査員による掘り起し ６４６ １ ６４７ 

② 会員による掘り起し ０    ０ ０ 

③ 文書案内による掘り起し １３６  ２１ １５７ 

合計 ７８２ ２２ ８０４ 

（H29.3.31日現在） 

（２）契約締結の推進 

    法定検査を毎年確実かつ効率的に実施するため、１０人槽以下の浄化槽管理者との三者契約、

１１人槽以上の二者契約の締結を推進している。 

 

（３）精度管理の実施 

ア ＢＯＤ水質検査 

土日対応の自動ＢＯＤ測定システムにより、法定検査を行う全ての浄化槽についてＢＯ

Ｄ水質検査を実施し、安定して正確な測定結果を得るため、的確なシステム維持管理の徹

底、検査環境の整備など検査業務の精度管理を行った。 



 

 
 

    イ 特定計量器（ＰＨ計）の採用 

       経済産業省の指導に基づき、当センターで使用するＰＨ計は全て検定を受けたものと

し、精度の確保に努めた。 

ウ 検査技術の向上 

検査員の検査技術の向上及び現場検査の精度管理の徹底を図るため、検査員研修会、検

査員研究会、５Ｓ委員会、接遇研修、現場検査指導等のＯＪＴを含めた体系的な内部研修

の充実に努め、全国浄化槽技術研究集会など外部の各種の集会、講演会、研究発表会等に

検査員を参加させるなど、他県の検査機関との交流を図った。 

    エ 精度管理等に係る規定の見直し 

    「浄化槽法定検査判定基準」、「浄化槽法定検査技術マニュアル」及び「浄化槽法定検

査実施マニュアル」を実態に即して見直しを行った。 

 

     

（４）各種会議開催等 

  ・浄化槽検査委員会 

  ・製造・施工部会及び保守点検・清掃部会会議 

  ・運営懇談会 

  ・広島県浄化槽適正維持管理促進協議会 

  ・県、（公社）広島県浄化槽維持管理協会との連絡調整会議 

・（一社）全国浄化槽団体連合会諸会議 

・（一社）全国浄化槽団体連合会中国支部協議会会議等 

 

４ 法定検査関連普及啓発等事業 

（１）環境啓発イベント参加 

ア ６月５日（日）に県庁前広場で開催された平成２８年度「環境の日」ひろしま大会の環

境活動展示部門に参加して、合併浄化槽の模型やパネル等の展示，直接の説明により生活

排水の未処理放流の解消や適正な維持管理の大切さなどを啓発した。 

イ １１月１３日（日）に三次市生涯学習センターで開催された「みよし環境フェスタ 2016」

に参加して、パネル等の展示や直接の説明により浄化槽の適正な使用と維持管理について

啓発した。 

 

（２）浄化槽の日普及啓発事業 

１０月１日（浄化槽の日）付けの中国新聞の朝刊（半５段）に、浄化槽の適正な維持管理

の実施，特に法定検査の実施について啓発する広告を、（公社）広島県浄化槽維持管理協会

と共催で掲載した。 

 

（３）懸垂幕の常時掲揚 

当センターの存在感を強くアピールするとともに，浄化槽法定検査受検の促進及び水環

境の保全の普及啓発を図るため、標語を掲げた懸垂幕の常時掲揚を継続した。 

 

 



 

 
 

     [標 語] 

    

 

 

 

（４）研修会による啓発 

ア 広島県浄化槽推進市町村協議会主催の「市町浄化槽担当職員等研修会」が８月３日に開

催された。当該研修会において，法定検査の実施状況及び課題等について説明するととも

に、受検率向上への協力を要請した。 

イ 広島県環境保全事業協同組合主催の「浄化槽実務者ベンチマークセミナー」が保守点

検・清掃実務者を対象に１０月１５日に開催された。当センターから法定検査の実施状況

等について詳しく説明を行い、協力を要請した。 

ウ 広島県環境県民局循環型社会課が市町及び県厚生環境事務所の浄化槽担当職員を対象

として「市町等浄化槽実務者研修会」を１２月８日に広島県尾道庁舎で開催した。この研

修会に合わせて当センターが広島県尾道庁舎の法定検査を実施し、浄化槽担当職員に対

し法定検査の作業方法や不適正事例等について説明を行い、受検率向上への協力を要請

した。 

 

（５）会報発行、ホームページ運営等による普及啓発及び情報提供事業 

浄化槽の適正な設置･管理及び浄化槽法定検査の制度、手続き等に関する情報、浄化槽に関

連したその他の情報について更新、提供を行った。 

 

（６）水環境保全活動助成 

水環境保全への寄与度の高い普及啓発、講習、実践活動等を行っているものに助成する

事業を、法人設立３０周年を記念して開始し，今年度も継続実施した。 

ホームページ及び各市町を通じて募集し、外部有識者等による審査で助成対象を選考し、 

２つの団体へ助成を行った。 

  

（７）浄化槽維持管理講習会の開催 

新たに浄化槽を設置し使用する者を対象として、適正な使用と維持管理について講習を

行った。 

福山市・三原市・東広島市と共催 

 

会 場 名 開  催  日 開 催 場 所 案内数 参加数 

福山会場 
平成 29年 2月 3日（金） 

11：00～12：00 

エフピコ RIM  7階 

セミナールームＡ 
４２６通 ４３名 

三原会場 
平成 29年 2月 6日（月） 

14：00～15：00 

三原市中央公民館 

2階 中講堂 
４６７通 ３４名 

東広島会場 
平成 29年 3月 7日（火） 

13：30～14：30 

東広島市役所 

４０２号会議室 
４９２通 ５８名 

水のキレイなリサイクル 

浄化槽には法定検査が必要です 

 


